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は
じ
め
に

葛
洪
『
抱
朴
子
』
は
內
外
篇
か
ら
な
り
、
內
篇
の
卷
一 

暢
玄
篇
は
、

「
玄
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、葛
洪
が
『
抱
朴
子
』

內
篇
を
「
玄
」
の
說
明
か
ら
始
め
、「
玄
」
を
重
視
し
て
い
る
點
を
問

題
と
す
る
。『
抱
朴
子
』
に
お
け
る
「
玄
」
の
背
景
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
硏
究
が
さ
れ
て
き
た
『
抱
朴
子
』
の
執
筆

意
圖
に
つ
い
て
、
新
た
な
視
點
か
ら
考
察
を
加
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。葛

洪
が
『
抱
朴
子
』
內
外
篇
を
執
筆
し
た
意
圖
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
多
く
の
硏
究
が
あ
る
。
例
え
ば
重
澤
俊
郞
は
、
秦
漢
以
來
の
神
仙
思

想
を
內
部
的
に
整
備
し
て
新
た
な
神
仙
思
想
を
打
ち
立
て
、
こ
れ
を
核

と
し
て
、
神
仙
思
想
・
儒
敎
・
衟
家
の
三
つ
の
思
想
を
統
合
し
よ
う
と

し
た
も
の
と
し
て
、『
抱
朴
子
』
內
外
篇
を
理
解
す
る（

１
）。

吉
川
忠
夫
は
、

葛
洪
が
外
篇
に
お
い
て
最
後
に
到
逹
し
た
逸
民
が
、
內
篇
に
お
い
て
は

知
足
者
と
し
て
神
仙
に
到
逹
す
る
前
段
階
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
し
、

外
篇
に
お
い
て
世
俗
世
界
で
過
酷
な
狀
況
に
對
峙
し
た
自
己
が
救
濟
さ

れ
る
た
め
の
世
界
を
內
篇
に
見
い
だ
そ
う
と
し
た
の
だ
と
す
る（

２
）。
渡
邉

義
澔
は
、
外
篇
著
述
の
意
圖
に
つ
い
て
、
王
導
―
司
馬
睿
政
權
に
對
し

て
具
體
的
な
察
擧
の
改
革
案
を
提
示
し
た
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、『
抱

朴
子
』
は
嵇
康
の
文
學
論
に
基
づ
き
、「
衟
」
の
「
理
」
を
著
そ
う
と

す
る
志
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た
の
だ
と
す
る（

３
）。
胡
孚
琛
は
內
篇
の
著
作

の
動
⺇
を
、
旣
存
の
繁
雜
な
諸
衟
書
を
整
理
す
る
こ
と
、
衟
書
の
口
傳

的
性
格
や
隱
語
を
排
す
る
こ
と
、
神
仙
衟
に
對
す
る
誹
謗
中
傷
に
向
け
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て
辯
明
を
す
る
こ
と
、
葛
洪
の
神
仙
思
想
が
方
術
と
理
論
の
面
で
後
學

者
に
傳
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る（

４
）。

本
論
で
は
ま
ず
暢
玄
篇
の
記
述
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。
そ
し
て
、
葛

洪
以
前
の
著
作
の
中
で
「
玄
」
を
重
視
し
て
い
る
も
の
と
比
較
し
、『
抱

朴
子
』
內
篇
卷
一
暢
玄
篇
に
お
け
る
「
玄
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徵

が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、『
抱
朴
子
』
內
篇
全
體
の
中

で
は
「
玄
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
、

「
玄
」
は
葛
洪
の
思
想
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
何
を
意

圖
し
て
卷
一
に
置
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。

一
、「
玄
」
と
爲
政

『
抱
朴
子
』
內
篇
は
、
最
も
根
源
的
な
も
の
に
關
す
る
記
述
か
ら
語

り
起
こ
す（

５
）。

內
篇
卷
一
暢
玄
篇
冐
頭
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。

①
玄
は
、
自
然
の
始
祖
に
し
て
、
萬
殊
の
大
宗
な
り
。
眇
眛
に
し

て
其
れ
深
し
、
故
に
焉
を
微
と
稱
す
。
綿
邈
に
し
て
其
れ
遠
し
、

故
に
焉
を
妙
と
稱
す
。　
②
其
の
高
き
こ
と
は
則
ち
九
霄
を
冠
蓋

し
、
其
の
曠
き
こ
と
は
則
ち
八
隅
を
籠
罩
し
、
日
月
よ
り
光
り
、

電
馳
よ
り
迅
し
。（
中
略
）
焉
に
來
る
も
見
る
莫
く
、
焉
に
徃
く

も
追
ふ
莫
し
。
乾
は
之
を
以
て
高
く
、
坤
は
之
を
以
て
卑
く
、
雲

は
之
を
以
て
行
き
、
雨
は
之
を
以
て
施
さ
る
。
元
一
を
胞
胎
し
、

兩
儀
を
範
鑄
し
、
大
始
を
吐
納
し
、
億
類
を
鼓
冶
し
、
四
七
を
佪

旋
し
、
草
昧
を
匠
成
し
、
靈
⺇
を
轡
策
し
、
四
氣
を
吹
噓
し
、
沖

默
を
幽
括
し
、
舒
闡
を
粲
尉
し
、
濁
れ
る
を
抑
へ
淸
き
を
揚
げ
、

河
渭
を
斟
酌
し
、
之
を
增
せ
ど
も
溢
れ
ず
、
之
を
挹
め
ど
も
匱
き

ず
、
之
に
與
へ
ど
も
榮
え
ず
、
之
を
奪
へ
ど
も
瘁
れ
ず（
６
）。

暢
玄
篇
は
ま
ず
、「
玄
」
に
つ
い
て
、
①
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
宇

宙
の
萬
物
の
お
お
も
と
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
捉
え
難
い
こ
と
を
述
べ

る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
う
し
た
宇
宙
の
お
お
も
と
と
し
て
の
「
玄
」

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、『
老
子
』
第
一
章
に
源
を
發
す
る
も
の
で
あ

る（
７
）。續

い
て
、
②
以
降
に
、「
玄
」
の
性
質
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
萬
物
の

尺
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
樣
々
な
言
葉
で
說
明
す
る
。
こ
の

部
分
で
は
「
來
徃（

８
）」、「

乾
坤
」、「
雲
雨（

９
）」、「

兩
儀）

（1
（

」、「
大
始）

（（
（

」
な
ど
、

『
週
易
』
に
基
づ
く
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
葛
洪
は
も
と
も
と
『
老

子
』
に
も
と
づ
く
「
玄
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
性
質
を
『
週
易
』

に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
葛
洪
の
よ
う
に
「
玄
」
を
根
源
と
し
て
萬
物
を
說
明
し

よ
う
と
し
た
例
は
、
葛
洪
以
前
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
王
明
は
、
葛
洪
の
「
玄
」
の
記
述
が
由
來
す
る
も
の
と
し
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て
、
揚
雄
の
『
太
玄
』
を
擧
げ
て
い
る）

（1
（

。『
太
玄
』
に
お
い
て
、
い
わ

ば
「
玄
」
の
總
論
で
あ
る
玄
攡
篇
に
は
、「
玄
」
は
宇
宙
の
萬
物
の
發

生
や
萬
物
の
移
り
變
わ
り
の
お
お
も
と
で
あ
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
感

覺
を
絶
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
、
天
地
人
は
と

も
に
「
玄
」
か
ら
生
ま
れ
た
規
則
に
從
っ
て
存
在
す
る
こ
と
、「
玄
」

に
從
っ
て
樂
律
や
曆
法
を
正
し
く
定
め
れ
ば
、
圣
人
は
适
切
な
統
治
を

行
え
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
由
次
郞
に
よ
れ
ば
、
班
固
が
『
漢
書
』
揚
雄
傳
に
「
之
を
擬
す

る
に
衟
德
仁
義
禮
智
を
以
て
す
。
主
な
く
名
な
く
、
要
は
五
經
に
合

す
。
苟
も
そ
の
事
に
有
ら
ざ
れ
ば
文
虛
し
く
生
ぜ
ず）

（1
（

」
と
い
い
、
揚
雄

自
身
も
『
法
言
』
に
お
い
て
『
太
玄
』
の
著
作
目
的
を
「
仁
義
の
爲
に

す）
（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
太
玄
』
が
「
玄
」
を
核
心
と
す
る
宇

宙
觀
を
說
い
た
目
的
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
衟
德
を
宣
揚
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
だ
と
い
う）

（1
（

。
町
田
三
郞
は
、『
太
玄
』
に
つ
い
て
、
玄
に
よ
る

世
界
の
成
立
を
理
論
化
し
つ
つ
、
時
理
に
從
っ
た
政
治
政
策
の
實
踐
を

君
主
に
期
待
す
る
と
い
う
政
治
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
述
べ

る）
（1
（

。
こ
れ
ら
の
說
に
從
え
ば
『
太
玄
』
は
、
儒
敎
的
な
衟
德
を
宣
揚

し
、「
玄
」
の
運
行
理
論
に
基
づ
く
統
治
を
推
奬
す
る
と
い
う
目
的
を

持
つ
、
統
治
者
に
向
け
て
政
策
方
針
を
提
言
す
る
書
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。

ま
た
、
張
衡
の
「
思
玄
賦
」
は
、『
楚
辭
』「
離
騷
」
に
倣
っ
て
遠
游

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
の
「
玄
」
は
、『
後
漢
書
』
の
註
で

は
「
衟
な
り
、
德
な
り
」
と
あ
り
、『
老
子
』
と
の
關
係
か
ら
解
釋
さ

れ
て
い
る）

（1
（

。

し
か
し
、
金
谷
治
は
、
張
衡
は
揚
雄
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お

り
、「
思
玄
賦
」
の
「
玄
」
に
つ
い
て
も
、
衟
家
思
想
と
の
關
連
よ
り

も
む
し
ろ
『
太
玄
』
と
の
關
係
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い

る）
（1
（

。「
思
玄
賦
」
の
冐
頭
に
は
『
論
語
』
子
罕
篇
を
踏
ま
え
「
先
哲
の

玄
訓
を
仰
ぎ
、
彌

高
し
と
雖
も
其
れ
違
は
ず
。
仁
里
に
匪
ず
ん
ば
其

れ
焉
ぞ
宅
ら
ん
、
義
に
匪
ず
ん
ば
其
れ
跡
を
追
は
ん）

（1
（

」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、「
玄
訓
」
と
い
う
語
が
、『
太
玄
』
と
同
樣
に
儒
家
の
思
想
に
基
づ

き
、
仁
義
の
衟
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
、『
太
玄
』
と
同
じ
く
、
主
題
が
「
玄
」
で
あ
り
、
か
つ
統

治
に
つ
い
て
言
乁
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
曹
植
「
玄
暢
賦
」
も
擧
げ

ら
れ
る
。
趙
幼
文
は
こ
の
賦
に
つ
い
て
、
初
め
曹
植
は
魏
王
朝
を
補
佐

し
て
政
治
的
理
想
を
實
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
曹
丕
と
の
軋
轢
か

ら
そ
の
情
熱
は
打
ち
碎
か
れ
て
生
命
の
危
⺇
に
瀕
し
、
自
己
の
生
命
の

保
全
の
み
を
願
い
、
天
命
に
從
う
と
こ
と
で
意
識
の
主
體
性
を
維
持
し

よ
う
と
し
た
、
思
想
の
變
遷
の
過
程
を
描
い
て
い
る
の
だ
と
解
釋
し
て

い
る）

11
（

。
た
だ
し
、
賦
と
序
の
內
容
を
見
る
と
、
曹
植
が
こ
の
賦
に
記
し
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た
願
い
は
、
必
ず
し
も
趙
幼
文
の
い
う
よ
う
に
、
單
純
に
自
己
の
生
命

の
保
全
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

「
玄
暢
賦
」
の
序
文
に
は
、

①
夫
れ
富
な
る
者
は
財
に
非
ざ
る
な
り
。
貴
な
る
者
は
寶
に
非
ざ

る
な
り
。　
②
或
い
は
爵
祿
を
輕
ん
じ
て
榮
聲
を
重
ん
ず
る
者
有

り
。
或
い
は
性
命
を
受
け
て
以
て
功
名
に
殉
ず
る
者
有
り
。　
是
こ

を
以
て
孔
・
老
は
旨
を
異
に
し
、
楊
・
墨
は
義
を
殊
に
す
。
聊
か

斯
の
賦
を
作
し
、
名
づ
け
て
「
玄
暢
」
と
曰
ふ）

1（
（

。　

と
あ
り
、
①
財
や
寶
と
い
っ
た
富
貴
を
否
定
し
、
そ
の
代
わ
り
に
②
榮

聲
や
功
名
を
重
ん
じ
た
者
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
賦
の
末
尾

に
は
、逞

邁
の
短
修
に
匪
ず
、
眞
を
全
く
し
て
素
を
保
つ
を
取
る
。
①
衟

德
を
弘
く
し
て
宇
と
爲
し
、
無
怨
を
筑
き
て
以
て
藩
を
作
す
。　

②
慈
惠
を
播
き
て
以
て
圃
を
爲
し
、
柔
順
を
畊
し
て
以
て
田
を
爲

す
。　
景
を
愧
ぢ
ず
し
て
魄
を
慚
ぢ
、
信
に
天
を
樂
し
み
て
之
に
何

を
か
欲
さ
ん
。
③
千
載
を
逸
り
て
流
聲
し
、
貴
黎
を
超
え
て
俗
を

度
る）

11
（

。 

と
、
①
に
は
衟
德
を
廣
め
理
想
的
な
世
を
爲
す
こ
と
を
述
べ
、
②
に
は

百
姓
に
恩
惠
を
乁
ぼ
し
て
養
育
す
る
こ
と
を
言
う
。
そ
し
て
、
結
句
で

あ
る
③
に
は
「
千
載
を
逸
り
て
流
聲
し
、
貴
黎
を
超
え
て
俗
を
度
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
理
想
的
な
治
世
に
よ
っ
て
千
年
に
わ
た
る

名
聲
を
得
ん
こ
と
を
述
べ
る）

11
（

。
曹
植
の
「
玄
暢
賦
」
の
中
に
う
た
わ
れ

て
い
る
の
は
、
單
な
る
生
命
の
永
遠
性
で
は
な
く
、
理
想
的
な
治
世
の

功
績
に
よ
る
名
聲
の
永
遠
性
で
あ
る
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
太
玄
』
は
儒
敎
的
な
思
想
を
根
本
に
お
き
、
政

治
政
策
に
對
す
る
提
言
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
ま
た
、『
太
玄
』
を

繼
承
す
る
張
衡
の
「
思
玄
賦
」
も
、
そ
の
「
玄
」
は
儒
敎
の
思
想
に
基

づ
く
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、「
玄
」
を
根
源
と
し
て
萬
物
を
說
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
敎
理
念
に
基
づ
く
理
想
的
統
治
を
說
く
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
と
同
じ
く
、「
玄
」
を
重
視
す
る
曹
植
「
玄
暢

賦
」
は
、
理
想
的
統
治
に
つ
い
て
述
べ
、
立
功
の
榮
聲
に
よ
る
永
遠
性

の
獲
得
を
う
た
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、『
抱
朴
子
』
暢
玄
篇
の
「
玄
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
こ
と
を
二
つ
の
側
面
か
ら
整
理
し
た
い
。
第
一
に
、「
玄
」

は
も
と
も
と
『
老
子
』
以
來
の
衟
家
的
思
想
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き

た
語
で
は
あ
る
が
、
暢
玄
篇
で
は
「
玄
」
を
說
明
す
る
た
め
に
、『
週

易
』
の
語
句
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
第
二
に
、「
玄
」

を
萬
物
の
お
お
も
と
と
す
る
記
述
は
葛
洪
以
前
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
は

衟
家
に
限
っ
た
も
の
で
は
は
く
、
揚
雄
『
太
玄
』
な
ど
の
よ
う
に
、
理

想
的
統
治
を
唱
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
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二
點
に
お
い
て
、
暢
玄
篇
に
お
け
る
「
玄
」
は
、
單
に
衟
家
の
思
想
だ

け
で
な
く
、
儒
家
の
思
想
や
背
景
と
折
衷
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。

そ
れ
で
は
、
果
た
し
て
揚
雄
、
張
衡
、
曹
植
と
同
樣
に
、
葛
洪
も
ま

た
、「
玄
」
の
字
に
よ
っ
て
理
想
的
統
治
を
唱
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
抱
朴
子
』
暢
玄
篇
で
は
、
最
初
に
「
玄
」
の
根
源
性
と
捉
え
が
た

い
性
質
に
つ
い
て
說
明
を
し
た
後
、
續
い
て
長
生
と
の
關
係
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

故
に
①
玄
の
在
る
所
は
、
其
の
樂
し
み
は
窮
ま
ら
ず
。　
②
玄
の
去

る
所
は
、
器
弊
れ
て
神
逝
く
。　
夫
れ
五
聲
八
音
、
淸
商
流
徵
は
、

聰
を
損
な
ふ
者
な
り
。
鮮
華
豔
采
、
彧
麗
炳
爛
は
、
明
を
傷
つ
く

る
者
な
り
。
宴
安
逸
豫
、
淸
醪
芳
醴
は
、
性
を
亂
す
者
な
り
。
冶

容
媚
姿
、
鉛
華
素
質
は
、
命
を
伐
る
者
な
り
。
③
其
れ
唯
だ
玄
衟

の
み
、
與
に
永
を
爲
す
可
し）
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こ
こ
で
は
、
①
「
玄
の
在
る
所
は
、
其
の
樂
し
み
は
窮
ま
ら
ず
。」
と
、

「
玄
」
だ
け
が
永
遠
性
を
獲
得
で
き
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、

③
で
も
「
其
れ
唯
だ
玄
衟
の
み
、
與
に
永
を
爲
す
可
し
」
と
、「
玄
衟
」

だ
け
が
、
永
遠
性
の
實
現
を
可
能
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
一
方
、「
②

玄
の
去
る
所
は
、
器
弊
れ
て
神
逝
く
。」
と
あ
る
よ
う
に
、「
玄
」
が
失

わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
身
體
や
精
神
の
永
遠
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
あ
り
、
そ
こ
で
、
美
し
い
音
樂
、
色
鮮
や
か
な
文
物
、
豪
華

な
酒
、
艷
や
か
な
女
性
た
ち
と
い
っ
た
富
貴
の
享
受
が
、
身
體
や
精
神

を
損
な
う
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。

こ
の
段
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
「
玄
」
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
萬
物

の
お
お
も
と
で
あ
る
も
の
が
、「
玄
衟
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

暢
玄
篇
に
お
い
て
、
こ
の
段
以
前
の
「
玄
」
に
關
す
る
言
說
は
、
萬
物

の
成
り
立
ち
や
「
玄
」
そ
の
も
の
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、

「
玄
」
は
捉
え
難
く
、
萬
物
の
尺
度
を
超
え
た
も
の
と
し
て
說
明
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
「
玄
」
が
、
こ
の
段
か
ら
は
長
生
と
の
關
係
よ
り
說
か

れ
、
人
の
體
得
す
る
對
𧰼
と
な
っ
た
と
き
に
は
、「
玄
衟
」
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
後
段
に
は
、「
玄
衟
を
知
ら
ざ
る
者
」
や
「
玄

衟
を
思
ふ
」
と
い
う
言
い
方
も
見
ら
れ
、「
玄
衟
」
の
語
を
使
う
と
き

は
、
人
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い

る
。暢

玄
篇
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
玄
衟
」
を
體
得
す
る
こ
と
が
身
體
や

精
神
の
永
遠
性
の
實
現
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
先
の
引
用
文
で
も
見
た
よ
う
に
、
暢
玄
篇
に
お
け
る
「
玄
衟
」

の
體
得
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
ほ
と
ん
ど
が
富
貴
に
對
す
る
批
判
を
伴

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

①
玄
衟
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
②
顧
眄
は
生
殺
の
神
器
と
爲
り
、
唇
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吻
は
興
亡
の
關
鍵
と
爲
り
、　
③
綺
榭
は
俯
し
て
雲
雨
を
臨
み
、
藻

室
華
綠
は
以
て
參
差
し
、　
組
帳
は
霧
合
し
、
羅
幬
は
雲
離
し
、
西

毛
は
閒
房
に
陳
な
り
、
金
觴
は
華
や
ぎ
て
以
て
交
馳
し
、
淸
弦
は

嘈
囋
と
し
て
以
て
齊
唱
し
、
鄭
舞
は
紛
紜
と
し
て
以
て
蜲
虵
し
、

哀
簫
は
鳴
り
て
以
て
霞
を
淩
ぎ
、
羽
蓋
は
漣
漪
に
浮
か
び
、
芳
華

を
蘭
林
の
囿
に
掇
り
、
紅
葩
を
積
珠
の
池
に
弄
び
、
峻
き
に
登
り

て
則
ち
望
遠
し
て
以
て
百
憂
を
忘
れ
、
深
き
に
臨
み
て
則
ち
俯
攬

し
て
以
て
朝
饑
を
遺
れ
、
入
り
て
千
門
の
焜
熀
に
宴
し
、
出
で
て

朱
輪
の
華
儀
を
駈
る
と
雖
も
、
④
然
れ
ど
も
樂
し
み
極
ま
れ
ば
則

ち
哀
し
み
集
ひ
、
盈
つ
る
に
至
れ
ば
必
ず
虧
く
る
有
ら
ん
。　
故
に

曲 

終
は
れ
ば
則
ち
歎 

發
し
、
燕 

罷
め
ば
則
ち
心 

悲
し
む
な
り
。

寔
に
理
勢
は
之
れ
攸
召
す
る
こ
と
、
犹
ほ
影
響
の
相
ひ
歸
す
る
が

ご
と
き
な
り
。
⑤
彼
は
假
借
し
て
眞
に
非
ず
、
故
に
物 

徃
き
て

遺
る
る
こ
と
有
る
が
若
き
な
り）
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（
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と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
①
「
玄
衟
を
知
ら
ざ
る
者
」
は
、
②
「
顧
眄
は

生
殺
の
神
器
と
爲
り
、
唇
吻
は
興
亡
の
關
鍵
と
爲
」
る
者
、
す
な
わ
ち

人
の
生
殺
與
奪
の
權
を
握
り
、
國
家
の
存
亡
を
左
右
す
る
よ
う
な
爲
政

者
で
あ
っ
て
も
、
③
以
降
に
列
擧
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
彼
ら
を
取
り
圍

む
絢
爛
豪
華
な
裝
餝
や
宴
は
畢
竟
④
「
樂
し
み
極
ま
れ
ば
則
ち
哀
集

ひ
、
盈
つ
る
に
至
れ
ば
必
ず
虧
く
る
有
ら
ん
」
と
い
う
よ
う
に
永
遠
に

續
く
も
の
で
は
な
く
、
⑤
「
假
借
し
て
眞
に
非
」
ざ
る
も
の
で
あ
り
、

過
ぎ
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
註
意
し
た
い
の
は
、『
抱
朴
子
』
暢
玄
に
お
い
て
は
、「
玄
衟

を
知
ら
ざ
る
者
」
と
し
て
②
「
顧
眄
は
生
殺
の
神
器
と
爲
り
、
唇
吻
は

興
亡
の
關
鍵
と
爲
」
る
よ
う
な
爲
政
者
を
例
に
擧
げ
て
い
る
が
、
爲
政

者
の
そ
の
爲
政
の
內
容
に
つ
い
て
は
觸
れ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
ら
が
享

受
し
て
い
る
富
貴
に
の
み
專
ら
焦
點
が
當
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
點
で

あ
る
。

ま
た
、
暢
玄
篇
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
も
い
う
。

①
之
を
得
る
者
は
貴
く
、
黃
鉞
の
威
を
待
た
ず
。
之
を
體
す
る
者

は
富
み
て
、
得
難
き
の
貨
を
須
た
ず
。　
②
高
き
こ
と
登
る
可
か
ら

ず
、
深
き
こ
と
測
る
可
か
ら
ず
。　
③
流
光
に
乘
り
、
飛
景
を
策

し
、
六
虛
を
凌
ぎ
、
涵
溶
を
貫
く
。
無
上
を
出
て
、
無
下
に
入

る
。
汗
漫
の
門
を
經
て
、
窈
眇
の
野
に
游
ぶ
。
逍
遙
恍
惚
の
中
、

倘
佯
彷
彿
の
表
。
九
華
を
雲
端
に
咽
み
、
六
氣
を
丹
霞
に
咀
ふ
。

茫
昧
を
俳
徊
し
、
希
微
を

翔
し
、
蜿
虹
を
履
略
し
、
旋
璣
を
踐

跚
す
、
此
れ
之
を
得
る
者
な
り）

11
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①
「
之
を
得
る
者
」
つ
ま
り
「
玄
」
を
體
得
す
る
も
の
は
そ
れ
こ
そ
が

富
貴
な
の
で
あ
り
、
權
威
や
財
產
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
し
て
②
に
あ

る
よ
う
に
そ
の
高
さ
や
深
さ
の
計
り
知
れ
な
い
捉
え
が
た
い
存
在
と
な
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り
、
③
以
下
に
あ
る
よ
う
に
、
世
界
を
あ
ま
ね
く
自
在
に
游
行
で
き
る

の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
揚
雄
、
張
衡
、
曹
植
が
「
玄
」
の
字
に
よ
っ
て
理
想
的
統

治
を
唱
え
た
の
と
は
異
な
り
、『
抱
朴
子
』
暢
玄
篇
に
お
い
て
、
理
想

的
統
治
に
關
す
る
記
述
は
な
く
、「
玄
」
は
「
玄
衟
」
と
し
て
長
生
と

の
關
わ
り
か
ら
說
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
玄
」
の
體
得
と
相
反

す
る
の
は
富
貴
の
享
受
で
あ
り
、
そ
の
記
述
は
富
貴
の
批
判
に
終
始

し
、
爲
政
者
の
爲
政
そ
の
も
の
に
は
焦
點
が
當
て
ら
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

二
、
爲
政
者
の
富
貴
と
長
生

『
抱
朴
子
』
と
爲
政
者
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
小
南
一
郞

の
考
察
が
あ
る）

11
（

。
小
南
に
よ
れ
ば
、『
抱
朴
子
』
の
神
仙
思
想
は
、
魏

晉
期
に
展
開
し
た
「
新
し
い
神
仙
思
想
」
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ

ち
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
記
さ
れ
る
神
仙
術
は
、
選
ば
れ
た
英
雄

が
生
命
の
國
を
求
め
る
た
め
の
「
帝
王
た
ち
の
神
仙
術
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
後
漢
末
か
ら
の
社
會
的
混
亂
を
受
け
て
、
死
ね
ば
だ
れ
で
も

神
仙
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、「
す
べ
て
の
者
に
開
か
れ
た
神

仙
說
」
が
展
開
し
た
の
だ
と
い
う
。
小
南
は
、
こ
の
「
新
し
い
神
仙
思

想
」
を
代
表
す
る
の
が
『
抱
朴
子
』
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、『
抱

朴
子
』
に
は
、
神
仙
に
な
る
た
め
に
重
要
な
の
は
富
貴
で
は
な
く
、
高

位
や
財
產
は
か
え
っ
て
妨
げ
に
な
る
と
し
て
、
帝
王
た
ち
の
「
古
い
神

仙
思
想
」
を
否
定
し
、
志
を
固
め
さ
え
す
れ
ば
、
誰
で
も
努
力
に
よ
っ

て
神
仙
と
な
れ
る
こ
と
、
神
仙
は
學
ん
で
到
逹
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
强
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
統
治
者
と
長
生
と
の
關
係
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
た
い）

11
（

。

葛
洪
以
前
に
、
統
治
者
に
よ
る
長
生
の
實
現
の
可
能
性
を
强
く
否
定

し
た
者
と
し
て
、
嵇
康
が
擧
げ
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
嵇
康
の
養
生
論
に
お
い
て
は
、
永
遠
性
を
獲
得
で
き
る

可
能
性
は
誰
し
も
が
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
養
生
論
」
冐
頭

に

夫
れ
神
仙
は
目
に
見
え
ざ
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
記
籍
の
載
す
る

所
、
前
史
の
傳
ふ
る
所
な
り
て
、
較
し
て
之
を
論
ず
る
に
、
其
の

有
る
こ
と
必
ず
な
ら
ん
。
特
だ
①
異
氣
を
受
け
之
を
自
然
に
稟

け
、
積
學
の
能
く
致
す
所
に
非
ず
。　
導
養
の
理
を
得
て
、
以
て
性

命
を
盡
く
す
に
至
り
て
は
、
②
上
は
千
餘
歲
を
獲
、
下
は
數
百
年

な
る
可
き
こ
と
、
之
有
る
可
き
の
み
。　
而
れ
ど
も
世
は
皆
な
精
し

か
ら
ず
、
故
に
能
く
之
を
得
る
莫
し）

11
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
①
「
異
氣
を
受
け
之
を
自
然
に
稟
け
」
た
者
だ
け
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が
、
神
仙
と
な
っ
て
生
命
の
永
遠
性
を
獲
得
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
は
な
い
者
は
、
行
動
次
第
で
は
、
②
に
あ
る
よ

う
に
、
上
は
千
餘
歲
か
ら
下
は
數
百
年
の
壽
命
を
全
う
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
と
い
う
。

そ
の
壽
命
を
全
う
す
る
た
め
の
理
想
的
な
在
り
方
と
し
て
、
嵇
康
は

心
を
淸
淨
に
し
、
嗜
欲
を
少
な
く
す
る
こ
と
を
唱
え
る
。「
答
難
養
生

論
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

且
つ
君
子
は
、
其
の
言
を
出
す
に
、
善
け
れ
ば
則
ち
千
里
の
外 

之
に
應
ず
。
豈
に
多
欲
に
在
り
て
、
貴
を
以
て
得
ん
や
。
法
に
奉

ひ
理
に
循
ひ
、
①
世
綱
に
絓
ら
ず
、
罪
無
き
を
以
て
自
ら
尊
び
、

仕
へ
ざ
る
を
以
て
逸
と
爲
し
、
心
を
衟
義
に
游
ば
せ
、
息
を
卑
室

に
偃
め
、
恬
愉
し
て
遌
ふ
な
く
、
神
氣 

調
逹
す
。　
②
豈
に
榮
華

を
須
ち
て
、
然
る
後
に
乃
ち
貴
な
ら
ん
や
。　
③
畊
し
て
⻝
を
爲

し
、
蠶
し
て
衣
を
爲
し
、
衣
⻝ 

身
を
週
く
す
れ
ば
、
則
ち
天
下

の
財
に
餘
く
。　
犹
ほ
渴
者
の
河
を
飮
み
、
快
然
と
し
て
以
て
足

り
、
洪
流
を
羡
ま
ざ
る
が
ご
と
し
。
④
豈
に
積
歛
を
待
ち
て
、
然

る
後
に
乃
ち
富
ま
ん
や
。
君
子
の
心
を
用
ふ
る
は
此
く
の
若
し
。

⑤
葢
し
將
に
名
位
を
以
て
贅
瘤
と
爲
し
、
資
財
も
て
塵
垢
と
爲
す

な
り
。
安
ぞ
富
貴
を
用
ひ
ん
や
。
故
に
世
の
得
難
き
者
は
、
財
に

非
ざ
る
な
り
。
榮
に
非
ざ
る
な
り
。　
意
を
患
は
す
に
之
れ
足
ら
ざ

る
の
み
。
⑥
意
足
る
者
は
、
甽
畝
を
耦
畊
し
、
褐
を
被
て
菽
を
啜

ふ
と
雖
も
、
豈
に
自
得
せ
ざ
ら
ん
や
。　（
中
略
）
榮
華
を
以
て
志
を

肆
に
せ
ず
、
隱
約
を
以
て
俗
に
趨
ら
ず
、
萬
物
と
混
じ
り
て
竝
行

し
、
寵
辱
す
可
か
ら
ず
、
此
れ
眞
に
富
貴
有
る
な
り）
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こ
こ
で
嵇
康
は
、「
君
子
」
は
①
世
俗
の
物
事
に
心
を
煩
わ
す
こ
と
な

く
、
仕
官
せ
ず
に
隱
逸
し
て
精
神
を
調
和
さ
せ
て
②
榮
華
を
求
め
る
こ

と
は
な
く
、
③
自
ら
衣
⻝
を
ま
か
な
っ
て
必
要
以
上
の
も
の
を
求
め
ず

④
財
產
を
蓄
え
る
こ
と
を
求
め
ず
、
⑤
榮
華
や
財
產
を
富
貴
と
見
な
さ

ず
取
る
に
足
ら
な
い
者
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
人
物
の
こ
と
を
嵇
康
は
ま
た
、
⑥
「
意
足
者
（
意
足
る
者
）」
と
も
呼

ん
で
い
る
。
こ
こ
で
嵇
康
は
、「
君
子
」
は
世
俗
に
お
け
る
榮
華
や
財

產
に
心
を
煩
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
、「
意
足
者
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
嵇
康
は
、「
且
つ
圣
人
の
位
を
寶
と
し
、
富
貴
を
以
て
崇
高

と
爲
す
は
、（
中
略
）
民
は
主
無
く
し
て
存
す
可
か
ら
ず
、
主
は
尊
無
く

し
て
立
つ
能
は
ず
。
故
に
天
下
の
爲
に
立
ち
君
位
を
尊
び
、
一
人
の
爲

に
富
貴
を
重
ん
ぜ
ざ
る
な
り）

1（
（

。」
と
、「
圣
人
」
も
ま
た
、
世
俗
的
な
榮

華
や
財
產
に
心
を
留
め
る
こ
と
の
無
い
人
物
で
あ
る
が
、「
圣
人
」
は

民
の
た
め
に
や
む
を
え
ず
富
貴
を
重
ん
じ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

且
つ
①
凡
そ
圣
人
は
、
己
を
損
な
ひ
て
世
の
爲
に
し
、　
行
ひ
を
表

は
し
て
功
を
顯
は
し
、
天
下
を
し
て
之
を
慕
は
し
め
、
三
た
び
徙
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り
て
都
を
成
す
者
有
り
。
或
い
は
菲
⻝
し
て
勤
躬
し
、
四
方
を
經

營
し
、
心
は
勞
れ
形
は
困
し
み
、
趣
步
し
て
節
を
失
ふ
。
或
い
は

奇
謀
し
て
潛
稱
し
、
爰
に
干
戈
に
乁
び
、
武
を
威
ひ
殺
伐
し
、
功

利
爭
ひ
奮
ふ
。
或
い
は
身
を
修
め
て
以
て
汙
を
明
か
に
し
、
智
を

顯
ら
か
に
し
て
以
て
愚
を
驚
か
せ
、
名
に
藉
り
て
一
世
に
高
く
、

准
を
取
り
て
天
下
に
的
ら
か
に
す
。
又
た
勤
誨
善
誘
し
、
徒
を
聚

む
る
こ
と
三
千
、
口
は
談
議
に
勌
み
、
身
は
磬
折
に
疲
る
。
形
は

孺
子
を
救
ふ
が
若
く
、
視
は
四
海
を
營
む
が
若
し
。
神
は
利
害
の

端
に
馳
せ
、
心
は
榮
辱
の
塗
に
騖
せ
、
俛
仰
の
閒
に
し
て
、
巳
に

再
び
宇
宙
の
外
を
撫
す
る
者
な
り
。
②
若
し
之
と
比
ぶ
る
に
內
視

反
聽
し
、
氣
を
愛
し
精
を
嗇
し
、
四
逹
を
明
白
に
し
、
而
し
て
執

る
無
く
爲
す
無
く
、
世
を
遺
れ
て
坐
忘
し
、
以
て
性
を
寳
と
し
眞

を
全
う
す
る
に
於
い
て
は
、
吾
の
同
じ
く
す
る
能
は
ざ
る
所
な

り）
11
（

。

と
あ
り
、
こ
こ
で
嵇
康
は
、
①
「
凡
そ
圣
人
は
、
己
を
損
な
ひ
て
世
の

爲
に
し
」
と
、
圣
人
の
功
績
は
、
圣
人
自
ら
の
心
身
を
犧
牲
に
し
て
成

り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
圣
人
は
本
來
は
、
②
「
內
視
反
聽
し
、

氣
を
愛
し
精
を
嗇
し
、
四
逹
を
明
白
に
し
、
而
し
て
執
る
無
く
爲
す
無

く
、
世
を
遺
れ
て
坐
忘
し
、
以
て
性
を
寳
と
し
眞
を
全
う
」
す
る
と
い

っ
た
養
生
術
の
實
行
に
優
れ
て
い
る
の
に
も
關
わ
ら
ず
、
爲
政
に
よ
る

心
身
の
疲
弊
に
よ
っ
て
壽
命
が
損
な
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
嵇
康
に
よ

れ
ば
、
圣
人
は
政
治
に
携
わ
る
限
り
、
ど
ん
な
に
養
生
を
行
っ
た
と
し

て
も
長
生
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
爲
政
と
長
生
と
は
相
反
し
あ
う
、

兩
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
答
難
養
生
論
」
に
お
い
て
は
、「
君
子
」
は
世
俗
の
榮
華
や
財
產
に

心
を
留
め
る
こ
と
な
く
、
世
俗
世
界
を
退
い
て
生
活
を
お
く
る
隱
逸
者

で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
富
貴
が
無
價
値
で
あ
る
こ
と
を
知
る
「
君

子
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
世
俗
世
界
を
離
れ
ず
、
自
ら
の
身
を
勞
苦
さ

せ
て
短
命
に
し
な
が
ら
治
世
を
行
う
「
圣
人
」
も
い
る
と
書
か
れ
て
い

る
。一

方
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
暢
玄
篇
に
は
「
玄
衟
を
知
ら
ざ
る
者

は
、
顧
眄
は
生
殺
の
神
器
と
爲
り
、
唇
吻
は
興
亡
の
關
鍵
と
爲
り
、

（
中
略
）
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
樂
し
み
極
ま
れ
ば
則
ち
哀
集
ひ
、
盈
つ
る

に
至
れ
ば
必
ず
虧
く
る
有
ら
ん
。」
と
あ
る
。「
玄
衟
を
知
ら
ざ
る
者
」

は
、
た
と
え
爲
政
者
で
あ
っ
て
も
永
遠
性
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
と
い
う
が
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
爲
政
者
の
富
貴

の
み
で
あ
り
、
永
遠
性
を
獲
得
す
る
條
件
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の

は
、
爲
政
者
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、「
玄
衟
」
を
知
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。

そ
し
て
暢
玄
篇
で
は
、「
玄
衟
を
知
る
者
」
に
次
ぐ
者
と
し
て
、「
知
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足
者
（
足
る
を
知
る
者
）」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

其
の
次
は
則
ち
眞
に
足
る
を
知
る
も
の
な
り
。
足
る
を
知
る
者
は

則
ち
能
く
肥
遁
し
て
用
ひ
る
勿
く
、
光
を
山
林
に
頤
ふ
。
鸞
龍
の

翼
を
細
介
の
伍
に
紆
ひ
、
澔
然
の
氣
を
蓬
蓽
の
中
に
養
ふ
。
繿
縷

き
て
索
を
帶
し
、
以
て
龍
章
の
暐
曄
に
貿
へ
ざ
る
な
り
。
負
步
し

て
筴
を
杖
し
、
以
て
結
駟
の
駱
驛
に
易
へ
ざ
る
な
り
。
夜
光
を
嵩

岫
に
藏
し
、
他
山
の
攻
を
受
け
ず
。
鱗
甲
を
玄
淵
に
瀋
め
、
以
て

鑽
灼
の
災
を
違
る
。
動
息
は
止
む
を
知
り
、
徃
き
て
足
ら
ざ
る
無

し
。（
中
略
）
故
に
窮
富
極
貴
は
、
以
て
之
を
誘
ふ
に
足
ら
ず
、
其

の
餘
は
何
ぞ
以
て
之
を
悅
ば
す
に
足
ら
ん
や）
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こ
こ
で
「
知
足
者
」
は
、
世
俗
世
界
を
退
い
て
山
林
に
生
活
し
、
富
貴

に
心
を
煩
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
隱
逸
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。『
抱

朴
子
』
に
お
け
る
「
知
足
者
」
と
、
先
に
見
た
嵇
康
の
世
俗
世
界
を
離

れ
て
隱
逸
す
る
「
君
子
」
は
、お
お
よ
そ
同
じ
よ
う
な
在
り
方
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
嵇
康
の
「
君
子
」
も
葛
洪
の
「
知
足
者
」
も
、
世
俗
世
界

に
お
け
る
富
貴
が
無
價
値
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
世
俗
世
界
か
ら
離
れ

て
生
活
す
る
と
い
う
點
で
共
通
し
て
い
る
。
嵇
康
の
場
合
は
、
治
世
に

心
身
を
窶
す
「
圣
人
」
を
、
養
生
と
い
う
觀
點
か
ら
見
た
場
合
に
、
隱

逸
す
る
「
君
子
」
よ
り
も
下
に
置
く
。
一
方
、『
抱
朴
子
』
暢
玄
篇
に

お
い
て
は
、
隱
逸
す
る
「
知
足
者
」
よ
り
も
上
位
に
「
玄
衟
を
知
る

者
」
が
置
か
れ
る
。
嵇
康
が
爲
政
者
は
政
治
を
行
う
限
り
に
お
い
て
長

生
は
不
可
能
だ
と
す
る
の
と
は
異
な
り
、
葛
洪
の
暢
玄
篇
の
中
で
、「
玄

衟
を
知
る
者
」
と
相
反
す
る
關
係
に
あ
る
の
は
爲
政
者
の
富
貴
で
あ

り
、
爲
政
そ
れ
自
體
が
長
生
を
不
可
能
と
す
る
と
は
さ
れ
て
い
な
い）
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嵇
康
の
養
生
論
に
お
い
て
、
養
生
に
と
っ
て
一
番
良
い
在
り
方
は
、

世
俗
世
界
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
爲
政
は
長
生
を
妨
げ
る
も
の
で
あ

る
。
爲
政
者
は
、
そ
の
爲
政
が
ど
ん
な
に
良
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
爲

政
に
よ
り
自
ら
の
生
命
を
損
な
い
、
爲
政
者
で
あ
る
限
り
長
生
を
實
現

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
嵇
康
の
養
生
論
に
お
い
て
は
爲
政
と
長
生
と

は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
點
に
お
い
て
、
嵇
康
の
養
生
論
に

は
爲
政
者
に
と
っ
て
の
限
界
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
葛
洪
は
暢
玄

篇
の
中
で
、
世
俗
世
界
を
離
れ
た
「
知
足
者
」
よ
り
も
上
位
に
、「
玄

衟
を
知
る
者
」
を
置
き
、
爲
政
の
如
何
に
關
わ
ら
ず
、
富
貴
を
舍
て
て

「
玄
衟
」
を
體
得
す
る
こ
と
だ
け
を
、
永
遠
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
條

件
と
し
て
い
る
。
身
體
や
精
神
を
損
な
う
も
の
は
、
爲
政
者
の
富
貴
で

あ
り
、
爲
政
自
體
で
は
な
い
。
爲
政
者
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
者
の
長

生
の
可
能
性
は
、「
玄
衟
」
を
體
得
す
る
か
ど
う
か
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、「
玄
衟
」
を
體
得
し
長
生
で
き
る
對
𧰼
と
し
て
、
爲
政

者
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
嵇
康
の
養
生
論
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と
の
比
較
か
ら
見
れ
ば
、
葛
洪
の
暢
玄
篇
は
、
嵇
康
が
否
定
し
た
爲
政

者
の
長
生
の
實
現
可
能
性
を
再
び
示
し
た
と
も
言
え
る）
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三
、『
抱
朴
子
』
內
篇
に
お
け
る
「
玄
」

で
は
、『
抱
朴
子
』
內
篇
に
お
い
て
「
玄
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。「
玄
」
が
葛
洪
の
思
想
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
葛
洪
が
「
玄
」
を
重
視
し

て
い
た
こ
と
、
乁
び
確
實
に
何
ら
か
の
意
圖
を
も
っ
て
內
篇
卷
一
に
暢

玄
篇
を
置
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
內
篇
卷
十
八
地
眞
篇
篇
に
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

抱
朴
子
曰
く
「
①
玄
一
の
衟
も
、
亦
た
要
法
な
り
。
辟
け
ざ
る
所

無
く
、
眞
一
と
功
を
同
じ
う
す
。
吾 

內
篇
第
一
の
之
を
名
づ
け

て
暢
玄
と
爲
す
は
、
正
に
此
を
以
て
な
り
。　
②
玄
一
を
守
る
は
復

た
眞
一
を
守
る
よ
り
も
易
し
。　
③
眞
一
は
姓
字
・
長
短
・
服
の
色

目
有
り
、
玄
一
は
但
だ
此
こ
に
之
を
見
る
の
み
。　
初
め
て
之
を
求

む
る
に
日
中
に
於
い
て
し
、
所
謂 

白
を
知
り
て
黑
を
守
り
、
死

せ
ん
と
欲
す
る
も
得
ざ
る
者
な
り
。
然
し
て
先
に
當
に
百
日

齋

す
べ
く
、
乃
ち
候
ひ
求
め
て
之
を
得
可
き
の
み
。
亦
た
三
四
日
し

て
之
を
得
、
之
を
得
て
之
を
守
れ
ば
、
則
ち
復
た
去
ら
ず
。
④
玄

一
を
守
り
、
竝
び
に
其
の
身
を
思
ひ
、
分
ち
て
三
人
と
爲
し
、
三

人
已
に
見
る
れ
ば
、
又
た
轉
た
之
を
益
し
、
數
十
人
に
至
る
可

し
。
皆
な
己
が
身
の
如
く
、
之
を
隱
し
之
を
顯
す
に
、
皆
な
自

お
の
口
訣
有
り
。
此
れ
所
謂
分
形
の
衟
な
り
。　
⑤
左
君
乁
び
薊

子
訓
・
葛
仙
公
は
、
所
以
に
能
く
一
日
に
數
十
處
に
至
り
、　
客
有

る
に
乁
び
て
は
、
座
上
に
一
主
人
の
客
と
語
る
有
り
、
門
中
に
又

た
一
主
人
の
客
を
迎
ふ
る
有
り
、
而
し
て
水
側
に
又
た
一
主
人
の

釣
を
投
ず
る
あ
り
て
、
賓
は
何
れ
の
者
か
眞
の
主
人
爲
る
か
を
別

つ
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
⑥
師
言
く
一
を
守
り

ね
て
明
鏡
を
修

め
、
其
の
鏡
衟
成
れ
ば
則
ち
能
く
形
を
分
ち
て
數
十
人
と
爲
し
、

衣
服
面
貌
、
皆
な
一
の
如
き
な
り
」
と）

11
（

。

①
に
は
、
葛
洪
は
「
玄
一
の
衟
」
を
重
視
し
、
そ
の
た
め
に
內
篇
卷
一

に
暢
玄
篇
を
置
い
た
の
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、『
抱
朴
子
』

に
お
い
て
は
、
地
眞
篇
の
「
玄
一
」
は
、
暢
玄
篇
に
說
か
れ
て
い
る
萬

物
の
お
お
も
と
で
あ
る
「
玄
」
と
同
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
引
用
文
は
、「
玄
一
」
あ
る
い
は
「
眞
一
」
を
守

る
方
術
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
方
術
は
存
思
法
の
一
種
で
、
暢

玄
篇
の
冐
頭
に
お
い
て
「
自
然
の
始
祖
に
し
て
、
萬
殊
の
大
宗
」
で
あ

る
と
さ
れ
た
「
玄
（
こ
こ
で
は
玄
一
）」
や
、「
眞
一
」
が
眼
前
に
あ
る

か
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
方
法
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る）

11
（

。
卷
一
暢

玄
篇
の
「
玄
」
が
、
萬
物
の
お
お
も
と
で
あ
り
永
遠
性
獲
得
の
條
件
と
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し
て
說
明
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
、
卷
十
八
地
眞
篇
の
「
玄
一
」
は
、

そ
れ
を
守
る
、
つ
ま
り
想
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
體
的
な
效
果
を
得

る
こ
と
の
で
き
る
、
方
術
の
衟
具
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
論
で
は
第
一
章
に
お
い
て
、「
玄
」
を
主
題
と
す
る
葛
洪
以
前
の

記
述
と
し
て
揚
雄
『
太
玄
』、
張
衡
「
思
玄
賦
」、
曹
植
「
玄
暢
賦
」
の

三
つ
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、「
玄
」
に
よ
っ
て
理

想
的
統
治
の
在
り
方
を
唱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
葛
洪
の
『
抱

朴
子
』
に
お
い
て
、「
玄
」
は
萬
物
の
お
お
も
と
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
同
時
に
、
方
術
の
衟
具
と
し
て
の
「
玄
一
」
で
も
あ
る
。
こ
の

點
に
お
い
て
先
の
三
者
と
は
、「
玄
」
の
理
解
に
お
い
て
大
き
な
違
い

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

上
の
引
用
文
に
つ
い
て
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
三
點
あ
る
。

第
一
に
、
②
に
「
玄
一
を
守
る
は
復
た
眞
一
を
守
る
よ
り
も
易
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
眞
一
」
と
「
玄
一
」
と
が
、
守
る
對
𧰼

と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
兩
者
が
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
③
に
、「
眞
一
」
を
想
念
す
る
と
き
に
は
そ
れ
自

體
に
固
有
の
姓
名
や
姿
形
を
有
す
る
が
、「
玄
一
」
の
場
合
に
は
た
だ

そ
の
も
の
を
想
念
す
る
の
だ
と
書
か
れ
て
お
り
、
手
法
上
、「
眞
一
」

を
守
る
方
が
、「
玄
一
」
を
守
る
よ
り
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
④
に
は
、
こ
の
「
玄
一
」
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
分

形
の
衟
」
す
な
わ
ち
分
身
の
術
を
會
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
書
い
て

あ
る
が
、
そ
れ
は
⑤
左
君
（
左
慈
）
や
葛
仙
公
（
葛
玄
）
と
い
っ
た
、
葛

洪
が
屬
す
る
師
弟
關
係
の
系
譜
上
に
位
置
す
る
者
逹
の
得
意
と
す
る
方

術
で
あ
っ
た
と
い
う
點
で
あ
る）

11
（

。

第
三
は
、『
抱
朴
子
』
內
篇
に
お
け
る
、
地
眞
篇
の
記
述
上
の
特
徵

に
關
し
て
で
あ
る
。
地
眞
篇
の
主
な
內
容
は
、「
眞
一
」
と
「
玄
一
」

の
重
要
性
と
效
用
を
說
く
こ
と
に
あ
る
。
⑥
に
「
師
言
く
」
と
あ
る
よ

う
に
、「
聞
師
云
」
や
「
師
云
」「
先
師
云
」
と
い
っ
た
、
著
者
が
師
か

ら
聞
き
傳
え
ら
れ
た
言
葉
と
い
う
形
を
と
る
記
述
は
、『
抱
朴
子
』
內

篇
中
、
地
眞
篇
に
お
い
て
と
り
わ
け
多
い
。

第
二
の
點
と
第
三
の
點
か
ら
推
察
す
る
に
、
地
眞
篇
に
說
明
さ
れ
て

い
る
「
眞
一
」
や
「
玄
一
」
は
、
左
慈
、
葛
玄
か
ら
傳
え
ら
れ
、
葛
洪

へ
と
繼
承
さ
れ
た
方
術
の
系
譜
と
、
密
接
に
關
わ
る
も
の
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
眞
一
」
や
「
玄
一
」
が
、
葛
洪
が
繼
承
し
た
方
術
に
お
い
て
重
要

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
地
眞
篇
末
尾
に
あ
る
次
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
。

抱
朴
子
曰
く
「
①
師
言
く
、
②
金
丹
の
大
藥
を
服
す
れ
ば
、
未
だ

世
を
去
ら
ざ
る
と
雖
も
、
百
邪
は
近
づ
か
ざ
る
な
り
。　
③
若
し
但

だ
草
木
を
服
し
、
乁
び
小
小 

八
石
を
餌
へ
ば
、
适
た
ま
疾
は
除

か
れ
命
は
益
さ
れ
し
む
可
き
の
み
な
り
て
、
以
て
外
來
の
禍
を
禳
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ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。　
或
い
は
鬼
の
冐
犯
す
る
所
と
な
り
、
或
い

は
大
山
の
神
の
輕
ん
じ
凌
ぐ
所
と
爲
り
、
或
い
は
精
魅
の
侵
犯
す

る
所
と
爲
る
。
④
唯
だ
眞
一
を
守
る
こ
と
有
る
の
み
、
以
て
一
切 

此
輩
を
畏
れ
ざ
る
可
き
な
り
。　
⑤
次
い
で
則
ち
神
符
を
帶
ぶ
る
有

り
。　
⑥
若
し
了
に
此
の
二
事
を
知
ら
ず
以
て
長
生
を
求
む
れ
ば
、

危
き
か
な
。　
四
門
あ
り
て
其
の
三
を
閉
ざ
さ
ば
、
盜
む
も
の
は
犹

ほ
入
る
を
得
る
、
況
や
盡
く
開
け
ば
を
や
」
と）

11
（

。

こ
こ
で
も
ま
た
、「
①
師
曰
く
」
と
師
の
言
葉
と
い
う
體
で
、
②
に
金

丹
に
は
昇
仙
以
外
に
も
百
邪
を
遠
ざ
け
る
と
い
う
效
能
が
あ
る
こ
と
を

述
べ
る
。
そ
し
て
③
服
餌
法
に
よ
っ
て
そ
の
效
能
を
得
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
い
、
④
に
「
唯
だ
眞
一
を
守
る
こ
と
有
る
の
み
、
以
て
一
切 

此
輩
を
畏
れ
ざ
る
可
き
な
り
」
と
、「
眞
一
」
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

金
丹
と
同
じ
效
能
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
⑤
そ
れ
に
次
ぐ
も
の

と
し
て
神
符
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
說
き
、
⑥
「
眞
一
」
を
守
る
こ
と

と
神
符
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
二
つ
の
方
術
が
、
長
生
の
た
め
に
重
要

で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
金
丹
を
最
上
の
術
と
し
、
次
い
で
「
眞

一
」
を
守
る
こ
と
を
重
視
す
る
神
仙
思
想
が
、
師
の
言
葉
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
葛
洪
の
繼
承
し
た
方
術
に
つ
い
て
の
記

述
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
眞
一
」
お
よ
び
そ
れ
と
同
じ
效
能
を
持
つ
と

さ
れ
る
「
玄
一
」
は
、
金
丹
に
次
ぐ
高
い
位
置
づ
け
が
與
え
ら
れ
て
い

る
。以

上
の
こ
と
か
ら
、
地
眞
篇
の
「
玄
一
」
は
、
葛
洪
が
繼
承
し
た
方

術
を
行
う
上
で
の
極
め
て
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
實

踐
は
「
眞
一
」
に
比
べ
て
容
易
な
方
術
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

葛
洪
は
、
自
ら
の
繼
承
し
た
方
術
の
中
で
、
比
較
的
容
易
に
習
得
で

き
る
「
玄
一
」
に
つ
い
て
、
卷
一
で
萬
物
の
お
お
も
と
と
し
て
說
明
し

て
い
る
。
少
な
く
と
も
內
篇
全
體
の
構
成
か
ら
見
れ
ば
、
彼
が
繼
承
し

た
方
術
の
う
ち
、
よ
り
高
度
な
方
術
で
あ
る
「
眞
一
」
よ
り
も
、「
玄

一
」
の
方
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
ま
ず
、『
抱
朴
子
』
卷
一
暢
玄
篇
の
「
玄
」
に
關
す
る

記
述
の
特
徵
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
內
容
に
つ
い
て
、
葛
洪

以
前
の
「
玄
」
に
關
す
る
著
作
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
し
た
。『
抱
朴

子
』
暢
玄
篇
で
は
、「
玄
」
が
萬
物
の
お
お
も
と
で
あ
り
、
そ
の
性
質

が
萬
物
の
尺
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
說
明
す
る
。「
玄
」は
、

も
と
も
と
『
老
子
』
に
由
來
す
る
語
で
は
あ
る
が
、
暢
玄
篇
で
は
『
週

易
』
の
語
句
を
多
用
し
な
が
ら
說
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
玄
」

は
、
衟
家
的
思
想
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
語
で
あ
る
ば
か
り
で
は
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な
く
、
揚
雄
『
太
玄
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
儒
家
的
知
識
人
た
ち
が
理

想
の
統
治
を
語
る
た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
語
で
も
あ
る
。
こ
の
二
點
に

お
い
て
、
暢
玄
篇
に
お
け
る
「
玄
」
の
記
述
は
、
衟
家
的
內
容
に
特
化

し
た
も
の
で
は
な
く
、
儒
家
的
知
識
人
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
得
る
背
景

を
內
麭
し
て
い
る
と
い
え
る
。

萬
物
の
お
お
も
と
と
し
て
の
「
玄
」
に
關
す
る
記
述
の
あ
と
、「
玄
」

は
「
玄
衟
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
、
長
生
と
の
關
わ
り
か
ら
說
明
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
富
貴
の
批
判
に
終
始
し
、
爲
政
者
の
爲
政
そ

の
も
の
に
は
焦
點
が
當
て
ら
れ
て
い
な
い
。
揚
雄
、
張
衡
、
曹
植
が

「
玄
」
の
字
に
よ
っ
て
理
想
的
統
治
を
唱
え
た
の
と
は
異
な
り
、『
抱
朴

子
』
暢
玄
篇
に
お
い
て
は
、
爲
政
の
內
容
で
は
な
く
、
爲
政
者
の
富
貴

の
み
が
專
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
爲
政
者
と
永
遠
性
の
獲
得
と
の
關
係
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

考
え
る
に
あ
た
り
、
嵇
康
の
養
生
論
と
暢
玄
篇
と
を
比
較
し
た
。
嵇
康

の
養
生
論
に
お
い
て
、
世
俗
世
界
か
ら
離
れ
て
隱
逸
す
る
「
君
子
」

が
、
養
生
の
た
め
の
理
想
的
な
在
り
方
で
あ
る
と
さ
れ
、
や
む
を
得
ず

世
俗
世
界
に
お
い
て
政
治
を
行
い
心
身
を
疲
弊
さ
せ
る
「
圣
人
」
は
、

養
生
と
い
う
觀
點
か
ら
み
て
隱
逸
者
よ
り
も
劣
る
。
一
方
、『
抱
朴
子
』

暢
玄
篇
に
お
い
て
は
、
隱
逸
者
で
あ
る
「
知
足
者
」
は
次
善
で
あ
り
、

最
上
に
は
「
玄
衟
を
知
る
者
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

嵇
康
が
爲
政
と
養
生
と
を
相
反
す
る
兩
立
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と

す
る
の
に
對
し
て
、
葛
洪
の
暢
玄
篇
で
「
玄
衟
」
を
知
る
こ
と
と
相
反

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
爲
政
そ
れ
自
體
で
は
な
く
、
爲
政
者

の
富
貴
で
あ
る
。
爲
政
者
と
永
遠
性
の
獲
得
と
の
關
係
と
い
う
點
に
お

い
て
、
葛
洪
の
「
玄
」
に
關
す
る
記
述
は
、
嵇
康
の
養
生
論
に
お
け
る

一
つ
の
限
界
を
打
破
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

最
後
に
、『
抱
朴
子
』
內
篇
の
中
で
は
「
玄
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
、「
玄
」
は
葛
洪
の
思
想
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
葛
洪
に
と
っ
て
「
玄
一
」

は
、
左
慈
や
葛
玄
よ
り
師
授
に
よ
っ
て
受
け
繼
が
れ
て
き
た
、
自
ら
の

神
仙
方
術
の
系
譜
と
密
接
に
關
わ
る
言
葉
で
あ
る
。
彼
が
師
か
ら
繼
承

し
た
敎
え
に
お
い
て
、「
眞
一
」
と
「
玄
一
」
を
守
る
こ
と
は
、
金
丹

術
に
次
ぐ
重
要
な
修
養
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
眞
一
」
を
守
る
よ
り

も
「
玄
一
」
を
守
る
方
が
よ
り
容
易
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
葛
洪

は
、
自
身
に
繼
承
さ
れ
た
方
術
の
中
で
、
重
要
で
あ
り
、
か
つ
容
易
な

「
玄
一
」
を
內
篇
卷
一
に
配
置
し
、『
老
子
』
や
『
週
易
』
の
言
葉
を
用

い
て
萬
物
の
お
お
も
と
と
し
て
說
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
抱
朴
子
』
執
筆
當
時
の
狀
況
に
つ
い
て
、
外
篇
卷
二
十
六
譏
惑
篇

に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

夫
の
王
孫
公
子
の
若
き
は
、
游
を
優
み
樂
を
貴
び
、
綺
紈
の
閒
に
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や
爲
政
者
に
と
っ
て
開
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）
重
澤
俊
郞
「
抱
朴
子
に
於
け
る
統
一
の
理
念
」（『
東
洋
の
文
化
と
社

會
』
一
、
一
九
五
〇
年
）

（
２
）
吉
川
忠
夫
「
抱
朴
子
の
世
界
（
上
）」（『
史
林
』
四
七
（
五
）、
一
九

六
四
年
）、「
抱
朴
子
の
世
界
（
下
）」（『
史
林
』
四
七
（
六
）、
一
九

六
四
年
）

（
３
）
渡
邉
義
澔
「『
抱
朴
子
』
の
歷
史
認
識
と
王
導
の
江
東
政
策
」（『
東
洋

文
化
硏
究
所
紀
要
』
一
六
六
、
二
〇
一
四
年
）、『「
古
典
中
國
に
お
け

る
文
學
と
儒
敎
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）

（
４
）
胡
孚
琛
『
魏
晉
神
仙
衟
敎
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）

（
５
）
全
體
の
構
成
を
最
も
根
源
的
な
も
の
に
關
す
る
記
述
か
ら
は
じ
め
、

萬
物
の
成
り
立
ち
を
說
明
し
て
い
る
文
獻
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
淮

南
子
』
が
擧
げ
ら
れ
る
。
池
田
知
久
に
よ
れ
ば
、『
淮
南
子
』
原
衟
訓

は
、『
呂
氏
春
秋
』
大
樂
篇
や
『
老
子
』
第
四
十
二
章
な
ど
に
も
と
づ

い
て
全
體
の
敍
述
を
「
衟
→
一
→
二
→
四
→
萬
物
」
の
よ
う
に
進
め

よ
う
と
構
想
し
た
の
だ
と
い
う
。（
池
田
知
久
『
譯
註
「
淮
南
子
」』

（
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
參
照
。）

（
６
）
玄
者
、
自
然
之
始
祖
、
而
萬
殊
之
大
宗
也
。
眇
眛
乎
其
深
也
、
故
稱

微
焉
。
綿
邈
乎
其
遠
也
、
故
稱
妙
焉
。
其
高
則
冠
蓋
乎
九
霄
、
其
曠

則
籠
罩
乎
八
隅
、
光
乎
日
月
、
迅
乎
電
馳
。（
中
略
）
來
焉
莫
見
、
徃

焉
莫
追
。
乾
以
之
高
、
坤
以
之
卑
、
雲
以
之
行
、
雨
以
之
施
。
胞
胎

婆
娑
と
し
、
稼
穡
の
艱
難
を
知
ら
ず
、
目
は
玄
黃
に
倦
み
、
耳
は

鄭
衞
に
疲
れ
、
鼻
は
蘭
麝
に
饜
き
、
口
は
膏
粱
を
爽
と
し
、（
中

略
）
文
章
を
省
み
る
も
旣
に
曉
か
な
ら
ず
、
學
士
を
睹
る
も
草
芥

の
如
く
、
口
筆
し
て
典
據
に
乏
し
く
、
牽
引
し
て
事
類
を
錯
ふ
。

劇
談
す
れ
ば
則
ち
方
に
戰
は
ん
と
し
て
已
に
屈
し
、
臨
疑
す
れ
ば

則
ち
未
だ
老
い
ず
し
て
憔
悴
す）

11
（

。

西
晉
末
、
北
人
貴
族
た
ち
の
放
逹
な
風
潮
は
、
彼
ら
の
渡
江
に
と
も
な

っ
て
江
南
に
も
た
ら
さ
れ
、
葛
洪
は
そ
の
嗜
欲
に
任
せ
て
奢
華
美
⻝
を

貪
る
樣
を
目
の
當
た
り
に
し
た
。
外
篇
に
お
い
て
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ

る
そ
う
し
た
北
人
貴
族
た
ち
の
富
貴
は
、
內
篇
の
暢
玄
篇
に
お
い
て

も
「
玄
」
と
相
反
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
葛
洪
の
「
玄
」
の
理
論
は
、
嵇
康
と
の
比
較
か

ら
見
れ
ば
、
一
旦
否
定
さ
れ
た
爲
政
者
に
と
っ
て
の
長
生
の
實
現
可
能

性
を
再
び
拓
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
渡
邉
義
澔
は
、
外
篇
著
述
の
意
圖

を
王
導
―
司
馬
睿
政
權
に
對
し
て
具
體
的
な
察
擧
の
改
革
案
を
提
示
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
內
篇
も
同
樣
に
、
暢
玄
篇
に
註
目

し
た
場
合
、
そ
の
內
容
は
、
彼
が
繼
承
し
て
き
た
方
術
の
う
ち
、
容
易

な
も
の
を
核
心
に
据
え
な
が
ら
、
爲
政
者
の
た
め
に
養
生
の
可
能
性
を

提
示
す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
暢
玄
篇
に
お
け
る
「
玄
」
の
記
述
は
、
內
篇
の
著
述
が
、
初
學
者
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元
一
、
範
鑄
兩
儀
、
吐
納
大
始
、
鼓
冶
億
類
、
佪
旋
四
七
、
匠
成
草

昧
、
轡
策
靈
⺇
、
吹
噓
四
氣
、
幽
括
沖
默
、
舒
闡
粲
尉
、
抑
濁
揚
淸
、

斟
酌
河
渭
、
增
之
不
溢
、
挹
之
不
匱
、
與
之
不
榮
、
奪
之
不
瘁
。（『
抱

朴
子
』
內
篇
卷
一 

暢
玄
）

（
７
）
衟
可
衟
、
非
常
衟
。
名
可
名
、
非
常
名
。
無
名
天
地
之
始
、
有
名
萬

物
之
母
。
故
常
無
欲
、
以
觀
其
妙
、
常
有
欲
、
以
觀
其
徼
。
此
兩
者
、

同
出
而
異
名
、
同
謂
之
玄
。
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
。（『
老
子
』
第

一
章
）

（
８
）
た
と
え
ば
『
週
易
』
繫
辭
上
に
「
闔
戶
謂
之
坤
、
闢
戶
謂
之
乾
。
一

闔
一
闢
謂
之
變
、
徃
來
不
窮
謂
之
通
。」
と
あ
る
。

（
９
）『
週
易
』
乾 

彖
傳
に
「
大
哉
乾
元
、
萬
物
資
始
、
乃
統
天
。
雲
行
雨

施
、
品
物
流
形
。」
と
あ
る
。

（
10
）『
週
易
』
繫
辭
上
に
「
易
有
太
極
、
是
生
兩
儀
。」
と
あ
る
。

（
11
）『
週
易
』
繫
辭
上
に
、「
乾
知
大
始
、
坤
作
成
物
。」
と
あ
る
。

（
12
）
王
明
『
抱
朴
子
內
篇
校
釋
』
新
編
諸
子
集
成
（
中
華
書
局
、
一
九
八

五
年
）

（
13
）
擬
之
以
衟
德
仁
義
禮
知
。
無
主
無
名
、
要
合
五
經
。
苟
非
其
事
、
文

不
虛
生
。（『
漢
書
』
卷
八
十
七
下 

揚
雄
傳
）　

（
14
）
或
曰
、「『
玄
』
何
爲
。」
曰
、「
爲
仁
義
。」（『
法
言
』
卷
五 

問
神
）

（
15
）
鈴
木
由
次
郞
『
太
玄
經
』
中
國
古
典
新
書
（
明
德
出
版
社
、
一
九
七

二
年
）
を
參
照
。

（
16
）
町
田
三
郞
「
太
玄
經
に
つ
い
て
」（『
哲
學
年
報
』
三
七
、
一
九
七
八

年
）
を
參
照
。

（
17
）
玄
、
衟
也
、
德
也
。
老
子
曰
、「
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
。」（『
後
漢

書
』
列
傳
卷
四
十
九 

張
衡
傳
註
）

（
18
）
金
谷
治
「
張
衡
の
立
場
」（
金
谷
治
『
金
谷
治
中
國
思
想
論
集
』
上
、

平
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
を
參
照
。

（
19
）
仰
先
哲
之
玄
訓
兮
、
雖
彌
高
而
其
弗
違
。
匪
仁
里
其
焉
宅
兮
、
匪
義

迹
其
焉
追
。（『
後
漢
書
』
列
傳
卷
四
十
九 

張
衡
傳
）

（
20
）
趙
幼
文
校
註
『
曹
植
集
校
註
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

を
參
照
。

（
21
）
夫
富
者
非
財
也
。
貴
者
非
寶
也
。
或
有
輕
爵
祿
而
重
榮
聲
者
。
或
有

受
性
命
以
殉
功
名
者
。
是
以
孔
・
老
異
旨
、
楊
・
墨
殊
義
。
聊
作
斯

賦
、
名
曰
玄
暢
。（『
藝
文
類
聚
』
卷
二
十
六 

人
部
十
「
言
志
」
所
收

「
玄
暢
賦
」）

（
22
）
匪
逞
邁
之
短
修
、
取
全
眞
而
保
素
。
弘
衟
德
而
爲
宇
、
筑
無
怨
以
作

藩
。
播
慈
惠
以
爲
圃
、
畊
柔
順
以
爲
田
。
不
愧
景
而
慚
魄
、
信
樂
天

之
何
欲
。
逸
千
載
而
流
聲
、
超
貴
黎
而
度
俗
。（『
藝
文
類
聚
』
卷
二

十
六 

人
部
十
「
言
志
」
所
收
「
玄
暢
賦
」）

（
23
）『
老
子
』
第
五
十
六
章
に
「
知
者
不
言
、
言
者
不
知
。
塞
其
兑
、
閉
其

門
、
挫
其
銳
、
解
其
分
、
和
其
光
、
同
其
塵
、
是
謂
玄
同
。
故
不
可

得
而

、
不
可
得
而
踈
不
可
得
而
利
、
不
可
得
而
害
不
可
得
而
貴
、

不
可
得
而
賤
。
故
爲
天
下
貴
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
『
老

子
』
に
お
け
る
「
玄
」
の
言
說
は
、
す
で
に
富
貴
と
關
連
づ
け
て
記

さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
故
玄
之
所
在
、
其
樂
不
窮
。
玄
之
所
去
、
器
弊
神
逝
。
夫
五
聲
八
音
、
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淸
商
流
徵
、
損
聰
者
也
。
鮮
華
豔
采
、
彧
麗
炳
爛
、
傷
明
者
也
。
宴

安
逸
豫
、
淸
醪
芳
醴
、
亂
性
者
也
。
冶
容
媚
姿
、
鉛
華
素
質
、
伐
命

者
也
。
其
唯
玄
衟
、
可
與
爲
永
。（『
藝
文
類
聚
』
卷
二
十
六
所
收
「
玄

暢
賦
」）

（
25
）
不
知
玄
衟
者
、
雖
顧
眄
爲
生
殺
之
神
器
、
唇
吻
爲
興
亡
之
關
鍵
、
綺

榭
俯
臨
乎
雲
雨
、
藻
室
華
綠
以
參
差
、
組
帳
霧
合
、
羅
幬
雲
離
、
西

毛
陳
於
閒
房
、
金
觴
華
以
交
馳
、
淸
弦
嘈
囋
以
齊
唱
、
鄭
舞
紛
紜
以

蜲
虵
、
哀
簫
鳴
以
淩
霞
、
羽
蓋
浮
於
漣
漪
、
掇
芳
華
於
蘭
林
之
囿
、

弄
紅
葩
於
積
珠
之
池
、
登
峻
則
望
遠
以
忘
百
憂
、
臨
深
則
俯
攬
以
遺

朝
饑
、
入
宴
千
門
之
焜
熀
、
出
駈
朱
輪
之
華
儀
、
然
樂
極
則
哀
集
、

至
盈
必
有
虧
。
故
曲
終
則
嘆
發
、
燕
罷
則
心
悲
也
。
寔
理
勢
之
攸
召
、

犹
影
響
之
相
歸
也
。
彼
假
借
而
非
眞
、
故
物
徃
若
有
遺
也
。（『
抱
朴

子
』
內
篇
卷
一 

暢
玄
）

（
26
）
得
之
者
貴
、
不
待
黃
鉞
之
威
。
體
之
者
富
、
不
須
難
得
之
貨
。
高
不

可
登
、
深
不
可
測
。
乘
流
光
、
策
飛
景
、
凌
六
虛
、
貫
涵
溶
。
出
乎

無
上
、
入
乎
無
下
。
經
乎
汗
漫
之
門
、
游
乎
窈
眇
之
野
。
逍
遙
恍
惚

之
中
、
倘
佯
彷
彿
之
表
。
咽
九
華
於
雲
端
、
咀
六
氣
於
丹
霞
。
俳
徊

茫
昧
、

翔
希
微
、
履
略
蜿
虹
、
踐
跚
旋
璣
、
此
得
之
者
也
。（『
抱

朴
子
』
內
篇
卷
一 

暢
玄
）

（
27
）
小
南
一
郞
『
中
國
の
神
話
と
物
語
り

―
古
小
說
史
の
展
開
』（
岩
波

書
店
、
一
九
八
四
年
）

（
28
）『
抱
朴
子
』
內
篇
卷
八 

釋
滯
篇
に
「
以
六
經
訓
俗
士
、
以
方
術
授
知

音
、
欲
少
留
則
且
止
而
佐
時
、
欲
昇
騰
則
凌
霄
而
輕
舉
者
、
上
士
也
。

自
持
才
力
、
不
能
竝
成
、
則
棄
置
人
閒
、
專
修
衟
德
者
、
亦
其
次
也
。

昔
黃
帝
荷
四
海
之
任
、
不
妨
鼎
湖
之
舉
。」、
卷
十 

明
本
篇
に
、「
夫
體

衟
以
匠
物
、
寶
德
以
長
生
者
、
黃
老
是
也
。
黃
帝
能
治
世
致
太
平
、

而
又
昇
仙
、
則
未
可
謂
之
後
於
堯
舜
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
生
を

得
た
理
想
的
人
物
と
し
て
、
治
世
と
長
生
と
を
と
も
に
實
現
し
た
黃

帝
の
名
が
し
ば
し
ば
擧
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
點
に
お
い
て
は
、
君

主
の
長
生
に
對
し
て
肯
定
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

（
29
）
夫
神
仙
雖
不
目
見
、
然
記
籍
所
載
、
前
史
所
傳
、
較
而
論
之
、
其
有

必
矣
。
似
特
受
異
氣
稟
之
自
然
、
非
積
學
所
能
致
也
。
至
於
導
養
得

理
、
以
盡
性
命
、
上
獲
千
餘
歲
、
下
可
數
百
年
、
可
有
之
耳
。
而
世

皆
不
精
故
莫
能
得
之
。（『
文
選
』
卷
五
十
三 

嵇
叔
夜
「
養
生
論
」）

（
30
）
且
君
子
、
出
其
言
、
善
則
千
里
之
外
應
之
。
豈
在
於
多
欲
、
以
貴
得

哉
。
奉
法
循
理
、
不
絓
世
綱
、
以
無
罪
自
尊
、
以
不
仕
爲
逸
、
游
心

乎
衟
義
、
偃
息
乎
卑
室
、
恬
愉
無
遌
、
而
神
氣
調
逹
。
豈
須
榮
華
、

然
後
乃
貴
哉
。
畊
而
爲
⻝
、
蠶
而
爲
衣
、
衣
⻝
週
身
、
則
餘
天
下
之

財
。
犹
渴
者
飮
河
、
快
然
以
足
、
不
羡
洪
流
。
豈
待
積
歛
、
然
後
乃

富
哉
。
君
子
之
用
心
若
此
。
葢
將
以
名
位
爲
贅
瘤
、
資
財
爲
塵
垢
也
。

安
用
富
貴
乎
。
故
世
之
難
得
者
、
非
財
也
。
非
榮
也
。
患
意
之
不
足

耳
。
意
足
者
、
雖
耦
畊
甽
畝
、
被
褐
啜
菽
、
豈
不
自
得
。（
中
略
）
不

以
榮
華
肆
志
、
不
以
隱
約
趨
俗
、
混
乎
與
萬
物
竝
行
、
不
可
寵
辱
、

此
眞
有
富
貴
也
。（『
嵇
中
散
集
』
卷
四
「
答
難
養
生
論
」）

（
31
）
且
圣
人
寳
位
、
以
富
貴
爲
崇
髙
者
、（
中
略
）
民
不
可
無
主
而
存
、
主

不
能
無
尊
而
立
。
故
爲
天
下
而
尊
君
位
、
不
爲
一
人
而
重
富
貴
也
。
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（『
嵇
中
散
集
』
卷
四
「
答
難
養
生
論
」）

（
32
）
且
凡
圣
人
、
有
損
己
爲
世
、
表
行
顯
功
、
使
天
下
慕
之
、
三
徙
成
都

者
。
或
菲
⻝
勤
躬
、
經
營
四
方
、
心
勞
形
困
、
趣
步
失
節
。
或
奇
謀

潛
稱
、
爰
乁
干
戈
、
威
武
殺
伐
、
功
利
爭
奮
。
或
修
身
以
明
汙
、
顯

智
以
驚
愚
、
藉
名
高
於
一
世
、
取
准
的
於
天
下
。
又
勤
誨
善
誘
、
聚

徒
三
千
、
口
勌
談
議
、
身
疲
磬
折
。
形
若
救
孺
子
、
視
若
營
四
海
。

神
馳
於
利
害
之
端
、
心
騖
於
榮
辱
之
塗
、
俛
仰
之
閒
、
巳
再
撫
宇
宙

之
外
者
。
若
比
之
於
內
視
反
聽
、
愛
氣
嗇
精
、
明
白
四
逹
、
而
無
執

無
爲
、
遺
世
坐
忘
、
以
寳
性
全
眞
、
吾
所
不
能
同
也
。（『
嵇
中
散
集
』

卷
四
「
答
難
養
生
論
」）

（
33
）
其
次
則
眞
知
足
。
知
足
者
則
能
肥
遁
勿
用
、
頤
光
山
林
。
紆
鸞
龍
之

翼
於
細
介
之
伍
、
養
澔
然
之
氣
於
蓬
蓽
之
中
。
繿
縷
帶
索
、
不
以
貿

龍
章
之
暐
曄
也
。
負
步
杖
筴
、
不
以
易
結
駟
之
駱
驛
也
。
藏
夜
光
於

嵩
岫
、
不
受
他
山
之
攻
。
瀋
鱗
甲
於
玄
淵
、
以
違
鑽
灼
之
災
。
動
息

知
止
、
無
徃
不
足
。（
中
略
）
故
窮
富
極
貴
、
不
足
以
誘
之
焉
、
其
餘

何
足
以
悅
之
乎
。（『
抱
朴
子
』
內
篇
卷
一 

暢
玄
）

（
34
）
た
だ
し
、『
抱
朴
子
』
內
篇
の
他
の
篇
に
お
い
て
は
、
爲
政
が
長
生
の

妨
げ
と
な
る
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
。『
抱
朴
子
』
內
篇
卷
二 
論
仙

篇
に
は
、
秦
の
始
皇
帝
や
漢
の
武
帝
が
昇
仙
に
失
敗
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
說
明
さ
れ
て
い
る
。

①
彼
二
君
兩
臣
、
自
可
求
而
不
得
、
或
始
勤
而
卒
怠
、
或
不
遭

乎
明
師
、
又
何
足
以
定
天
下
之
無
仙
乎
。　
夫
求
長
生
、
修
至
衟
、

訣
在
於
志
、
不
在
於
富
貴
也
。
苟
非
其
人
、
則
高
位
厚
貨
、
乃

所
以
爲
重
累
耳
。
何
者
。
②
學
仙
之
法
、
欲
得
恬
愉
澹
泊
、
滌

除
嗜
欲
、
內
視
反
聽
、
屍
居
無
心
。　
而
帝
王
任
天
下
之
重
責
、

治
鞅
掌
之
政
務
、
思
勞
於
萬
⺇
、
神
馳
於
宇
宙
、
一
介
失
所
、

則
王
衟
爲
虧
、
百
姓
有
過
、
則
謂
之
在
予
。
醇
醪
汩
其
和
氣
、

艷
容
伐
其
根
荄
、
所
以
翦
精
損
慮
削
乎
平
粹
者
、
不
可
曲
盡
而

備
論
也
。
③
蚊
噆
膚
則
坐
不
得
安
、
虱
群
攻
則
臥
不
得
甯
。　
四

海
之
事
、
何
祗
若
是
。
安
得
掩
翳
聰
明
、
歷
藏
數
息
、
長
齋
久

、
躬

爐
火
、
夙
興
夜
寐
、
以
飛
八
石
哉
？

①
に
よ
れ
ば
、
二
君
兩
臣
（
秦
の
始
皇
帝
、
漢
の
武
帝
、
漢
の
李
少

君
と
欒
大
を
指
す
）
が
仙
人
に
な
れ
な
か
っ
た
の
は
、
衟
に
勵
む
こ

と
を
怠
っ
た
か
明
師
に
會
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
②
に

あ
る
よ
う
に
、
學
仙
の
法
は
「
恬
愉
澹
泊
、
滌
除
嗜
欲
、
內
視
反
聽
、

屍
居
無
心
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
③
に
、
蚊
や
虱

が
い
る
だ
け
で
ゆ
っ
く
り
坐
っ
た
り
寢
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

と
譬
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
王
は
天
下
を
治
め
る
と
い
う
重
責

に
煩
わ
さ
れ
て
、
落
ち
着
い
て
ゆ
っ
く
り
と
仙
衟
に
努
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
と
い
う
。『
抱
朴
子
』
に
お
い
て
は
、
天
下
を
治
め
る

こ
と
が
、
仙
衟
に
集
中
す
る
こ
と
を
怠
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
し

て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

①
仙
法
欲
靜
寂
無
爲
、
忘
其
形
骸
、
而
人
君
撞
千
石
之
鍾
、
伐

雷
霆
之
鼓
、
砰
磕
嘈
囐
、
驚
魂
蕩
心
、
百
技
萬
變
、
喪
精
塞
耳
、

飛
輕
走
迅
、
釣
潛
弋
高
。　
②
仙
法
欲
令
愛
逮
蠢
蠕
、
不
害
含
氣
、

而
人
君
有
赫
斯
之
怒
、
芟
夷
之
誅
、
黃
鉞
一
揮
、
齊
斧
暫
授
、
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則
伏
屍
千
里
、
流
血
滂
沱
、
斬
斷
之
刑
、
不
絶
於
市
。　
③
仙
法

欲
止
絶
臭
腥
、
休
糧
淸
腸
、
而
人
君
烹
肥
宰
腯
、
屠
割
群
生
、

八
珍
百
和
、
方
丈
於
前
、
煎
熬
勺
藥
、
旨
嘉
饜
飫
。　
④
仙
法
欲

溥
愛
八
荒
、
視
人
如
己
、
而
人
君

弱
攻
昧
、
取
亂
推
亡
、
辟

地
拓
疆
、
泯
人
社
稷
、
駈
合
生
人
、
投
之
死
地
（
中
略
）。
⑤
彼

二
主
徒
有
好
仙
之
名
、
而
無
修
衟
之
實
、
所
知
淺
事
、
不
能
悉

行
。
要
妙
深
祕
、
又
不
得
聞
。（
中
略
）
況
彼
二
帝
、
四
海
之

主
、
其
所
耽
玩
者
、
非
一
條
也
、
其
所

幸
者
、
至
不
少
矣
。

正
使
之
爲
旬
月
之
齋
、
數
日
閒
居
、
犹
將
不
能
、
⑥
況
乎
內
棄

婉
孌
之
寵
、
外
捐
赫
奕
之
尊
、
口
斷
甘
餚
、
心
絶
所
欲
、
背
榮

華
而
獨
徃
、
求
神
仙
於
幽
漠
、
豈
所
堪
哉
。

と
あ
り
、
仙
法
に
相
反
す
る
帝
王
の
行
い
と
し
て
、
①
鍾
鼓
の
音
や

技
藝
や
巡
行
、
②
怒
り
に
ま
か
せ
た
刑
罰
、
③
豪
華
な
⻝
事
、
④
戰

爭
と
い
っ
た
、
過
剩
な
財
貨
や
權
力
の
行
使
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
秦
の
始
皇
帝
や
漢
の
武
帝
が
神
仙
と
な
れ
な
か
っ
た
理
由
を
、

⑤
に
述
べ
る
よ
う
に
、
二
帝
に
は
修
衟
の
實
績
は
な
く
、
知
識
が
淺

く
、
そ
れ
さ
え
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
⑥
に
あ
る
よ
う
に
、

嗜
欲
や
榮
華
を
舍
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
從
っ
て
、
葛
洪
は
、
秦
の
始
皇
帝
や
漢
の
武
帝
が
昇
仙
に
失

敗
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
一
槪
に
爲
政
そ
の
も
の
が
長
生
を
妨
げ
る

と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
爲
政
の
煩
わ
し
さ
が
衟
を
修
め
る
こ

と
を
怠
る
原
因
と
な
る
こ
と
や
、
二
帝
の
よ
う
に
過
剩
に
權
力
や
財

貨
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
を
原
因
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
理
想
的
統
治
を
行
っ
た
圣
人
が
長
生
で
き
な
か
っ
た
原
因

に
つ
い
て
、
葛
洪
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
卷
十
二 

辯

問
篇
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

圣
人
受
命
、
不
值
長
生
之
衟
、
但
自
欲
除
殘
去
賊
、
夷
險
平
暴
、

制
禮
作
樂
、
著
法
垂
敎
、
移
不
正
之
風
、
易
流
遁
之
俗
、
匡
將

危
之
主
、
扶
亡
徵
之
國
、
刋
詩
書
、
撰
河
洛
、
著
經
誥
、
和
雅

頌
、
訓
童
蒙
、
應
聘
諸
國
、
突
無
凝
烟
、
席
不
暇
煖
。
其
事
則

鞅
掌
罔
極
、
窮
年
無
已
、
亦
焉
能
閉
聰
掩
明
、
內
視
反
聽
、
呼

吸
導
引
、
長
齋
久

、
入
室
煉
形
、
登
山
採
藥
、
數
息
思
神
、

斷
穀
淸
哉
。

こ
こ
で
、
圣
人
（
こ
こ
で
は
週
孔
を
指
す
）
が
長
生
を
得
ら
れ
な
か

っ
た
理
由
は
、
そ
の
治
世
の
仕
事
は
際
限
無
い
休
む
こ
と
な
い
も
の

で
あ
っ
た
た
め
、
長
生
の
衟
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と

い
う
。
こ
こ
で
は
爲
政
そ
の
も
の
が
長
生
の
衟
に
反
す
る
と
い
う
よ

り
、
長
生
の
衟
を
實
行
で
き
る
か
ど
う
か
の
⺇
運
が
問
題
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
爲
政
者
が
長
生
を
實
現
す
る
可
能
性
は
否
定
さ
れ

て
い
な
い
。

（
35
）
付
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、『
抱
朴
子
』
で
は
內
外
篇
を
通
じ

て
、
そ
う
し
た
側
面
と
は
反
對
に
、
官
吏
勤
め
と
得
仙
の
兩
立
は
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
う
し

た
記
述
を
以
下
に
い
く
つ
か
擧
げ
る
。

予
忝
大
臣
之
子
孫
、
雖
才
不
足
以
經
國
理
物
、
然
疇
類
之
好
、

進
趍
之
業
、
而
所
知
不
能
遠
余
者
、
多
揮
翮
雲
漢
、
耀
景
辰
霄
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者
矣
。
余
所
以
絶
慶
吊
於
鄉
黨
、
棄
當
世
之
榮
華
者
、
必
欲
遠

登
名
山
、
成
所
著
子
書
、
次
則
合
神
藥
、
規
長
生
故
也
。
俗
人

莫
不
怪
予
之
委
桑
梓
、
背
淸
塗
、
而
躬
畊
林
藪
、
手
足
胼
胝
、

謂
予
有
狂
惑
之
疾
也
。
然
衟
與
世
事
不
竝
興
、
若
不
廢
人
閒
之

務
、
何
得
修
如
此
之
志
乎
。
見
之
誠
了
、
執
之
必
定
者
、
亦
何

憚
於
毀
譽
、
豈
移
於
勸
沮
哉
。
聊
書
其
心
、
示
將
來
之
同
志
尙

者
云
。
後
有
斷
金
之
徒
、
所
捐
棄
者
、
亦
與
余
之
不
異
也
。（
內

篇
卷
四 

金
丹
）

若
心
有
求
生
之
志
、
何
可
不
棄
置
不
急
之
事
、
以
修
玄
妙
之
業

哉
。
其
不
信
則
已
矣
。
其
信
之
者
、
復
患
於
俗
情
之
不
蕩
盡
、

而
不
能
專
以
養
生
爲
意
、
而
營
世
務
之
餘
暇
而
爲
之
、
所
以
或

有
爲
之
者
、
恆
病
晩
而
多
不
成
也
。
凡
人
之
所
汲
汲
者
、
勢
利

嗜
欲
也
。
苟
我
身
之
不
全
、
雖
高
官
重
權
、
金
玉
成
山
、
姸
艷

萬
計
、
非
我
有
也
。（
內
篇
卷
十
四 

勤
求
）

且
自
度
性
篤
懶
而
才
至
短
、
以
篤
懶
而
禦
短
才
、
雖
翕
肩
屈
膝
、

趨
走
風
塵
、
犹
必
不
辦
大
致
名
位
而
免
患
累
、
況
不
能
乎
。
未

若
修
鬆
喬
之
衟
、
在
我
而
已
、
不
由
於
人
焉
。
將
登
名
山
、
服

⻝
養
性
。
非
有
廢
也
、
事
不

濟
、
自
非
絶
棄
世
務
、
則
曷
緣

修
習
玄
靜
哉
。
且
知
之
誠
難
、
亦
不
得
惜
問
而
與
人
議
也
。（
外

篇 

自
敍
）

こ
れ
ら
の
記
述
は
た
し
か
に
「
人
閒
之
務
」
や
「
世
務
」
と
修
衟
と

が
兩
立
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
人
閒
之
務
」

や
「
世
務
」
に
お
い
て
、
才
能
も
な
い
の
に
富
貴
を
求
め
た
り
、
出

世
競
爭
や
交
際
關
係
に
身
を
や
つ
し
た
り
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
嵇
康
が
「
養
生
論
」
に
お
い
て
、
舜
を
例
に
擧
げ
て
爲
政

行
爲
自
體
が
長
生
の
妨
げ
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
と

言
え
る
。

（
36
）
抱
朴
子
曰
「
玄
一
之
衟
、
亦
要
法
也
。
無
所
不
辟
、
與
眞
一
同
功
。

吾
內
篇
第
一
名
之
爲
暢
玄
者
、
正
以
此
也
。
守
玄
一
復
易
於
守
眞
一
。

眞
一
有
姓
字
・
長
短
・
服
色
目
、
玄
一
但
此
見
之
。
初
求
之
於
日
中
、

所
謂
知
白
守
黑
、
欲
死
不
得
者
也
。
然
先
當
百
日

齋
、
乃
可
候
求

得
之
耳
。
亦
不
過
三
四
日
得
之
、
得
之
守
之
、
則
不
復
去
矣
。
守
玄

一
、
竝
思
其
身
、
分
爲
三
人
、
三
人
已
見
、
又
轉
益
之
、
可
至
數
十

人
。
皆
如
己
身
、
隱
之
顯
之
、
皆
自
有
口
訣
。
此
所
謂
分
形
之
衟
。

左
君
乁
薊
子
訓
葛
仙
公
、
所
以
能
一
日
至
數
十
處
、
乁
有
客
、
座
上

有
一
主
人
與
客
語
、
門
中
又
有
一
主
人
迎
客
、
而
水
側
又
有
一
主
人

投
釣
、
賓
不
能
別
何
者
爲
眞
主
人
也
。
師
言
守
一

修
明
鏡
、
其
鏡

衟
成
則
能
分
形
爲
數
十
人
、
衣
服
面
貌
、
皆
如
一
也
。」（『
抱
朴
子
』

內
篇
卷
十
八 

地
眞
）

（
37
）
福
井
康
順
は
、
こ
の
「
一
」
を
「
衟
」
と
同
義
で
あ
る
と
し
、
こ
の

文
中
の
「
守
一
」
を
「
長
生
久
視
の
仙
術
で
あ
る
存
思
法
と
し
て
理

解
す
る
。
そ
し
て
「
眞
一
」
や
「
玄
一
」
に
つ
い
て
は
、「
守
一
」
と

同
じ
趣
旨
に
解
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
辟
邪
な
ど
の
物
理
的
な
效
能

が
あ
る
方
術
を
指
す
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
議
論
が
煩
瑣
に
な
る

の
を
避
け
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
衟
」
や
「
守
一
」
に
つ
い
て
は
こ

れ
以
上
觸
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
「
眞
一
」
に
關
し
て
は
、



『
抱
朴
子
』
內
篇
卷
一 

暢
玄
篇
の
「
玄
」
に
つ
い
て
（
冨
田
）

（ 81 ）

確
か
に
、『
抱
朴
子
』
內
篇
中
の
記
述
を
見
て
み
る
と
、「
存
眞
一
」

や
「
守
眞
一
」
は
存
思
法
と
解
釋
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
鬼
に
よ

っ
て
身
體
を
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
。
福
井

康
順
「『
守
一
』
考
」（『
福
井
康
順
著
作
集
』
第
二
卷
（
法
藏
館
、
一

九
八
七
年
）
所
收
）
參
照
。

（
38
）
ち
な
み
に
、「
眞
一
」
に
つ
い
て
は
、
地
眞
篇
に
「
昔
黃
帝
は
（
中

略
）
峨
眉
山
に
到
り
、
天
眞
皇
人
に
玉
堂
に
於
い
て
見
え
、
請
ひ
て

眞
一
の
衟
を
問
ふ
。」
と
あ
り
、
黃
帝
が
得
た
方
術
の
一
つ
と
し
て
擧

げ
ら
れ
て
い
る
。

（
39
）
抱
朴
子
曰
「
師
言
、
服
金
丹
大
藥
、
雖
未
去
世
、
百
邪
不
近
也
。
若

但
服
草
木
乁
小
小
餌
八
石
、
适
可
令
疾
除
命
益
耳
、
不
足
以
禳
外
來

之
禍
也
。
或
爲
鬼
所
冐
犯
、
或
爲
大
山
神
之
所
輕
凌
、
或
爲
精
魅
所

侵
犯
。
唯
有
守
眞
一
、
可
以
一
切
不
畏
此
輩
也
。
次
則
有
帶
神
符
。

若
了
不
知
此
二
事
以
求
長
生
、
危
矣
哉
。
四
門
而
閉
其
三
、
盜
犹
得

入
、
況
盡
開
者
邪
。」（『
抱
朴
子
』
內
篇
卷
十
八 

地
眞
）

（
40
）
若
夫
王
孫
公
子
、
優
游
貴
樂
、
婆
娑
綺
紈
之
閒
、
不
知
稼
穡
之
艱
難
、

目
倦
於
玄
黃
、
耳
疲
乎
鄭
衞
、
鼻
饜
乎
蘭
麝
、
口
爽
於
膏
粱
、（
中

略
）
省
文
章
旣
不
曉
、
睹
學
士
如
草
芥
、
口
筆
乏
乎
典
據
、
牽
引
錯

於
事
類
。
劇
談
則
方
戰
而
已
屈
、
臨
疑
則
未
老
而
憔
悴
。（『
抱
朴
子
』

外
篇
卷
四 

崇
敎
篇
）

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
抱
朴
子
、
葛
洪
、
玄
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